
国
際
通
貨
基
金
及
び
国
際
復
興
開
発
銀
行
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

国
際
通
貨
基
金
及
び
国
際
復
興
開
発
銀
行
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
国
際
通
貨
基
金
（
」
の
下
に
「
第
二
条
の
三
を
除
き
、
」
を
加
え
る
。

第
二
条
の
三
中
「
基
金
」
の
下
に
「
及
び
銀
行
加
盟
国
の
復
興
又
は
開
発
を
支
援
す
る
た
め
銀
行
に
設
け
ら
れ
る
基
金
」
を

加
え
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
中
「
本
邦
通
貨
」
を
「
外
国
通
貨
又
は
本
邦
通
貨
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。




